
江戸川区公共溝渠（新左近） 11) について

平成 27 年 6 月 16 日

土木部

1 現在までに至る（旧）新左，近川マリーナの経緯について

s 5 6 年
S58 年 1 月

H 5 年 5 月

H2 4 年 3 月

H2 4 年 4 月～

H26 年 3 月

H26 年 4 月～

H27年 3 月

H2 7 年 5 月

2 今後の予定

葛西沖土地区画整理事業により新左近川が誕生

東京都都市計画公園 左近川公園として、都市計画決定

新左近川マリーナ供用開始（不法係留船舶を収容）

プレジャーボート 177 隻漁船 54隻合計 231 隻

マリーナ廃止条例議決

退船準備期間において暫定係留施設の斡旋利用者と折衝

平成 26 年 3 月 31 日限りで、新左近川マリーナを廃止

船舶撤去に関する手続開始（指導・監督処分・戒告・代執行令）

暫定係留施設を引続き斡旋利用者と折衝

行政代執行実施
・代執行対象船舶 24 隻が自主退去

・所有者不明の動産物件について代執行を実施

今年度 7 月に代執行を予定していた船舶 1 隻について自主退去を
確認

H27 年 6 月 係留杭、桟橋等の撤去費用を第 2 回区議会定例会において補正予算

上程予定

H2 7-年 9 月

~ 1 2 月 係留杭、桟橋等の撤去工事を実施予定

※平成 2 7 年度～ 2 8 年度にて、新左近川公園整備工事を行う。

担当：土木部施設管理課




